
令和６年６月 14日 

国 税 庁 

 

 

石川県の一部の地域及び富山県に納税地がある個人の皆様への令和６年分消費税及

び地方消費税の申告書等用紙の発送再開に係るお知らせについて 

 

 

この度の令和６年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申

し上げます。 

国税庁では、この度の地震の影響等を踏まえ、石川県及び富山県に納税地がある個

人の皆様への令和６年分消費税及び地方消費税の申告書等用紙（中間申告書及び課税

期間の特例の適用を受けている方の確定申告書）の発送を見合わせておりました。 

今般、令和６年国税庁告示第 13号により、下表に掲げる地域（以下「対象地域」と

いう。）に納税地がある方については、令和６年１月１日から令和６年７月 30日まで

に期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、令和６年７月 31 日（水）となりま

した。 

これに伴い、対象地域に納税地がある個人の皆様につきましては、発送を見合わせ

ておりました令和６年分消費税及び地方消費税の申告書等用紙の発送を再開させて

いただくこととなりましたのでお知らせいたします。 

なお、既に申告書を提出されたにもかかわらず、申告書等用紙がお手元に届く等、

行き違いがあった場合には、何卒御容赦いただきますようお願いいたします。 

 

御不明な点がある場合は、最寄りの税務署までお問い合わせください。 

 

○石川県の一部の地域及び富山県 

都道府県名 地 域 （参考）管轄署 

石 川 県 

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、

能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北

郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 

金沢署、七尾署、

小松署、松任署 

富 山 県 富山県 
富山署、高岡署、 

魚津署、砺波署 
 


